
 

インボイス制度特例の延長について 

～日税政・各税政連による働きかけの成果が反映～ 

 

 令和７年 12 月 19 日、自由民主党と日本維新の会により、令和８年度税制改正大綱が公表

されました。 

 この中で、日税政・日税連としましては、インボイス制度の導入に伴い設けられた各種特

別措置について期限延長等を要望していたところ、新たにインボイス発行事業者となった小

規模事業者の税額控除に関する経過措置（いわゆる２割特例）や、免税事業者等からの課税

仕入れに係る税額控除に関する経過措置（いわゆる８割控除）につきましては、特例対象の

引き下げが盛り込まれました。 

  

 

インボイス特例決着 

～日税連・各税政連の働きかけの結果、インボイス特例が決着～ 

 

① いわゆる２割特例について、現行では法人については令和８年９月 30 日

の属する課税期間、個人事業者については令和８年分申告まで適用されます。 

 しかし、令和８年度税制改正では、法人については現行通りの適用期間とな

りますが、個人事業者については令和９年分及び令和 10 年分申告において納

税額を売上税額の３割（仕入割合７割）とする経過措置が設けられます。 

② 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除について、現行では令和８年

９月まで８割控除、令和８年 10 月から５割控除、令和 11 年 10 月から控除不

可とされています。 

 

 


